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総務常任委員会資料                 令和７年２月２６日 

（2025 年）      

                       市民環境部市民活動支援課 

 

 

第３次城陽市人権教育・啓発推進計画の策定について 

 

 

１ 策定の趣旨 

本市では、あらゆる人々が、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することに

より、人権という普遍的文化を構築することを目標に、様々な取組を行っており

ます。 

平成１８年に城陽市行動計画を継承・発展させる形で策定した城陽市人権教

育・啓発推進計画に基づき、人権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計画的に

進めているところです。 

現在の第２次城陽市人権教育・啓発推進計画は平成２８年度から令和７年度

を計画期間としているため、人権問題に関する状況の変化に適切に対応しつつ

施策を引き続き計画的に進めるため、令和７年度に第３次城陽市人権教育・啓発

推進計画の策定を行うものです。 

 

 

２ 位置づけ 

 本計画は、人権教育・啓発推進法第５条に規定する地方公共団体の責務として、

本市が実施する人権教育・啓発の推進に関する基本方針を明らかにし、施策の方

向性を示すもので、城陽市総合計画、山背五里五里のまち創生総合戦略と連携し

た計画として位置づけています。 
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３ 策定体制 

国や京都府の動向を踏まえ、市民意識調査やパブリックコメントを通して、

市民などからのご意見をいただき策定を進めます。 

 

＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 策定スケジュール 

令和６年度  ２月     市議会への報告（策定の趣旨、スケジュール等） 

 令和７年度  ４月～５月  現行計画の成果と課題の分析 

５月～９月  市民意識調査の内容検討及び実施 

        ９月～１１月 原案の作成  

       １２月     市議会への報告（市民意識調査結果と原案の 

               報告） 

       １２月～１月  原案に対するパブリックコメントの実施 

        ２月～３月  市議会への報告（パブリックコメント結果と 

               計画（案）の報告） 

３月     計画策定 

市・庁内組織 
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